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用語集 

行 用語 解説 

あ

行 

Ｍ字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳

代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山になるアルファベ

ットのＭのような形になることをいう。これは、結婚や出産を機

に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び

労働市場に参入するという特徴があるためである。なお、国際的

にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育

て期における就業率の低下はみられない。  

ＳＤＧｓ（エスディージー

ズ） 

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」参照。 

か

行 

国際婦人年 国際連合が女性の地位向上を目指して設けた国際年、国連は

1975 年を国際婦人年とすることを宣言。 

固定的性別役割分担意識 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが

適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な

業務・女性は補助的業務」等のように、男性、女性という性別を

理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

さ

行 

ジェンダー（社会的性別） 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれつ

いての生物学的性別（セックス／sex）がある。一方、社会通念や

慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」

があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成さ

れた性別」（ジェンダー／gender）という。「社会的・文化的に形

成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものでは

なく、国際的にも使われている。 

ジェンダー・ギャップ指数

2019 

世界経済フォーラム（WEF）が調査している、各国の男女格差の

大きさ「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」2019 年版の

こと。日本は調査対象となった世界 153 カ国のうち、121 位

（2018 年は 110 位）と、G7 のなかで最低となった。 

持続可能な開発のための 

2030 アジェンダ 

2001 年 に 策定 された ミ レニ アム 開発 目標 （ Millennium 

Development Goals:MDGs）の後継として 2015 年９月に国

連で採択された、2016 年から 2030 年までの国際目標。 

MDGs の残された課題（例:保健、教育）や新たに顕在化した課

題（例:環境、格差拡大）に対応するように、新たに 17 ゴール・

169 ターゲットからなる持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals: SDGs）が設けられており、ゴール 5 で

はジェンダー平等の達成と全ての女性及び女児のエンパワーメ

ントが掲げられている。 
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行 用語 解説 

さ

行 

女性活躍推進法  女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定

め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにすると

ともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活

における活躍を推進するための支援措置等について定めること

により、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進

展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応でき

る豊かで活力ある社会を実現することを目的として 2015 年に

公布、施行された法律。 

ストーカー行為 同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うこと。 

性的マイノリティ 何らかの意味で「性」のあり方が多数派と異なる人のこと。 

セクシュアル・ハラスメント  男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書

「女性に対する暴力についての取り組むべき課題とその対策」

（2004 年 3 月）では、セクシュアル・ハラスメントについて、

「継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意

思に反して行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係に

ある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や

団体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るもので

ある。」と定義している。 なお、「岐阜県男女が平等に人として

尊重される男女共同参画社会づくり条例」では、「性的な言葉ま

たは行為により相手に不快や苦痛を与えることおよび性的な言

葉または行為を受けた相手が反発したりした場合にその人に不

利益を与えること」と定義している。 また、「事業主が職場にお

ける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配慮すべき

事項についての指針」（平成 10 年（1998 年）労働省告示第 20

号）では、「職場において行われる性的な言動に対する女性労働

者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を

受けるもの」を対価型セクシュアル・ハラスメント、「当該性的

な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの」を環境型セ

クシュアル・ハラスメントと規定している。 

ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス（ＳＮＳ） 

友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供す

ることを目的とするコミュニティ型のサービスのこと。 
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行 用語 解説 

た

行 

男女共同参画基本計画 政府の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な

計画のこと。「男女共同参画社会基本法」第 13 条により、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図る

ために政府が定めなければならないとされており、現行の計画は

2015 年 12 月 25 日に閣議決定されている。都道府県及び市

町村においても、「男女共同参画社会基本法」第 14 条により、

区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につ

いての基本的な計画を、都道府県は国の計画を勘案して定めなけ

ればならないことが、市町村は国の計画及び都道府県の計画を勘

案して定めるよう努めなければならないことが規定されている。 

男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 

男女共同参画社会基本法 男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地

方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的として、1999 年に公布、施行された法律。 

男女共同参画週間 男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の形成に向け、「男女共同参画社会基本法」

の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるために設定さ

れた毎年 6 月 23 日から 6 月 29 日までの１週間 をいう。 こ

の週間において、国、地方公共団体、女性団体その他の関係団体

により、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等が全国

的に展開されている。 

ドメスティック・バイオレ

ンス（DⅤ） 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防

止法）では、「配偶者からの暴力」を「配偶者からの身体に対す

る暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を

及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

す言動（以下「身体に対する暴力等」という。）をいい、配偶者

からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。」

と定義している。 
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行 用語 解説 

は

行 

パワー・ハラスメント 職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継

続的に人格と尊厳を侵害する行為を行い、就業者の働く関係を悪

化させ、あるいは雇用不安を与えること。うつ病などのメンタル

ヘルス不調の原因となることもある。 

ま

行 

マタニティ・ハラスメント 働く女性が妊娠・出産を理由に解雇・雇い止めをされることや、

妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメン

ト。 

メンター制度 豊富な知識と職業経験を有した社内の先輩社員（メンター）が、

後輩社員（メンティ）に対して行う個別支援活動。キャリア形成

上の課題解決を援助して個人の成長を支えるとともに、職場内で

の悩みや問題解決をサポートする役割を果たす。 

ら

行 

リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ（性と生殖に関す

る健康と権利） 

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、1994

年の国際人口／開発会議の「行動計画」及び 1995 年の第４回

世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人間の生

殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単

に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会

的に完全に良好な状態にあることを指す」とされている。 また、

リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全て

のカップルと個人が自分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出

産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段

を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関

する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされてい

る。 なお、妊娠中絶については、「望まない妊娠の防止は常に最

優先課題とし，妊娠中絶の必要性をなくすためにあらゆる努力が

なされなければならない。」とされている。 

わ

行 

ワーク・ライフ・バランス 老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発等、

様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態を

いう。 
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